
第２号議案 

災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改訂及び公表について 

業務規程第１７６条の１５の規定に基づき定めている「災害等復旧費用の相

互扶助運用要領」について、今般、その内容の一部を改訂し、本機関ウェブサイ

トでそれを公表する。

なお、別紙１の内容については、２０２２年１月２５日（火）から２０２２

年２月１６日（水）の間で当機関ウェブサイトにて意見募集を実施済みであり、

意見等は受領していない。 

１．ウェブサイト公表日 

２０２２年４月１日 

２．適用について 

本運用要領の改訂は、第１３回通常総会第１号及び第２号議案に関する定

款及び業務規程変更案の経済産業大臣認可が下りた日をもって効力を有し、

対象災害に関しては、同日以降に発災した災害に関する申請を対象とする。 

以 上 

別紙１：災害等復旧費用の相互扶助運用要領改訂案 

別紙２：ウェブサイト掲載イメージ 
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 はじめに            

 本運用要領について 

本運用要領は、災害等復旧費用の相互扶助制度（以下「本制度」という。）に関する業務を円滑に実施する

ため、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）の業務規程第 176条の 15の規定に基づき作成

し、本制度の運用の指針とするものである。 

なお、本運用要領の改訂に際しては、本機関からの公表日もしくは改訂内容に関係する本機関規程類の

経済産業大臣認可のいずれか遅い方をもって効力を有するものである。 

 

 本運用要領に用いる用語の定義について 

本運用要領で使用する用語については、次のとおり定義する。 

・ 「災害等扶助拠出金（以下「拠出金」という。）」とは、電気事業法第 28条の 40第 2項 1号の規定に基づく

電気工作物の災害その他の事由による被害から復旧に関する費用の一部に充てる災害等扶助交付金（以

下「交付金」という。）の交付に充てるため、一般送配電事業者及び配電事業者より拠出される金額をいう。 

・ 「積立基準額」とは、数年に一度発生するような大規模災害に対応するための分を考慮して別途積み立て

ておくことが必要ではあるが、過度な積立を回避するため、これ以上の積み立ては行わないという基準とし

て設定する額をいう。 

・ 「交付金」とは、被災事業者（一般送配電事業者、配電事業者及び送電事業者が対象）が一定の基準を満

たした災害時において発生した①他電力等からの応援、②本復旧と比較して迅速な停電の解消が期待さ

れる仮復旧作業にそれぞれ要した費用について申請し、受け取ることができる金額をいう。 

・ 「仮復旧」とは、当該災害により損傷した電力設備を別途、本復旧することを前提に、早期送電するために

暫定的に復旧することをいう（電源車の活用を含む）。 

・ 「本復旧」とは、当該災害により損傷した電力設備を本設備として復旧することをいう。 

・ 「仮工事」とは、仮復旧のための工事であり、支障木や飛来物等の撤去、既存設備を暫定的に流用可能な

場合は仮の電線接続や支持物の補強等の一連の工事、既存設備を暫定的に流用出来ない場合の仮設

の据付工事と損傷した既存設備の撤去等の一連の工事をいう。 

・ 「本工事」とは、本復旧のための工事であり、仮工事で撤去しなかった既存設備及び仮工事で据付した設

備の撤去工事、新規の設備据付に関する一連の工事をいう。 

・ 「停電開始日」とは、被災事業者の供給エリアにおいて、申請対象災害を起因とする停電が発生した日を

いう。 

・ 「仮復旧終了扱い日」とは、99%停電が復旧した日をいう。 

  

 拠出金・積立基準額に関する手続きについて 

 拠出金・積立基準額の設定について 

 設定の時期 

拠出金及び積立基準額の改定期は５年に一回とするが、積立金が大幅に不足した時などは見直しを行

う。それらの改定期・見直し時に運営委員会にて審議する。 

 設定方法 

基本的には、積立基準額は、十分な積立金額を確保しておくことが重要であるため、直近の大規模災害

における制度対象費用の概算等を踏まえて設定し、拠出金は、過去の実績から想定される 1年あたりの平
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均交付金額に、数年に一度発生するような大規模災害に対応するための積立分を加算して設定する。 

ただし、現行料金制度下では交付の実績もまだなく、金額を算出する根拠となる額も正確に出すことが

難しいため、2025年度までの間、経済産業省から通知を受けた額を踏まえて算定する。 

 拠出金及び積立基準額の決議 

本機関は、上記の方法により算定された拠出金及び積立基準額を、理事会の決議を経て決定する。 

 公表 

本機関は、拠出金及び積立基準額の改訂が理事会にて決議されたのち、速やかにこれを公表する。 

 

 拠出金の対象事業者及び配分等について 

 拠出金の対象事業者 

年度開始時点で事業を営んでいる一般送配電事業者及び配電事業者とする。年度途中で事業開始す

る事業者は、当該年度は拠出金の支払い対象とせず、翌年度の拠出金支払いの際に、当該年度分の支

払い相当額を加算する。なお、年度開始時点で事業開始しているが当該年度において需要計画がない場

合は、対象外とする。 

 拠出金の配分 

本機関は、当該年度の拠出金を前々年度の各エリアの需要実績（kWh）＜使用端＞を基に配分する。

端数は千円未満四捨五入とする。 

前々年度の需要実績がない事業者が存在する場合、供給計画の第一年度の需要電力量を用いて、一

般送配電事業者及び配電事業者の供給区域内における按分比率を算定の上、配分する。 

 最低金額の設定 

イにより配分の上、1,000円を最低金額とする。 

（拠出金の配分算定の結果、500円未満となる場合） 

 事業退出する場合 

事業退出時点で支払い済みの拠出金の精算は行わない。 

 

 拠出金の支払いに関する手続きについて 

 拠出金額（見込み）の通知 

本機関は、前項に基づき算出した拠出金の配分額（見込み）を各一般送配電事業者及び配電事業者へ

通知する（９月目途）。 

 拠出金請求額の決裁 

前年度末の積立残高が確定し、積立残高が積立基準額以下であれば、当該年度の各社への拠出金配

分額を理事会にて決議する。ただし、業務規程第１７６条の９の規定により、前年度末の積立残高の金額が

積立基準額を超える場合には、当該年度において、本機関は一般送配電事業者及び配電事業者に対し

て拠出金を請求しないことを決議する（４月上旬目途）。 

 拠出金の請求 

本機関は、各一般送配電事業者及び配電事業者へ請求する拠出金が理事会にて決議されたのち、速

やかに各一般送配電事業者及び配電事業者へ請求書（請求しない場合には通知書）を郵送する。 
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 拠出金の支払い 

各一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関より送付された請求書を受理したのち、同請求書に記

載の入金期限（請求書送付日より概ね２０日以内を設定）までに、指定された口座に支払わなければならな

い。なお、振込手数料は各一般送配電事業者及び配電事業者が支払う。 
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時期 一般送配電事業者 

配電事業者 

広域機関 経済産業省 

 

7 月頃 

 

 

 

 

 

 

９月頃 

 

 

 

 

翌３月 

 

 

翌４月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受領確認 

1.積立基準額及び 

拠出総額の設定 

2.拠出総額の配分 

（見込み） 

4.年度末における 

積立残高を確定 

6.拠出金額の請求 

5.理事会決議 

   ・積立基準額 

   ・拠出総額 

   ・拠出金配分 

8.入金確認 

3.翌年度の拠出金額

（見込み）を 

一般送配電事業者及び

配電事業者へ通知 

経済産業省から必要

な情報提示 

※制度開始時 

7.拠出金額の支払い 
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 申請・交付に関する手続きについて 

 交付対象となる災害基準要件について 

災害基準要件及びその判断に使用するデータは以下の通りとし、被災事業者は、災害が災害基準要件に

適合するかを確認し、該当していた場合に申請することができる。 

 

（災害基準要件の一覧） 

 

 

（発災前:非常に強いまたは猛烈な台風について、４８時間先までの予想進路について） 

４８時間先までの予想進路は、暴風域の入る確率が７０％以上の範囲(図－①:紫色部分)とし、４８時間先ま

でに供給エリアがこの範囲に入っていれば、災害基準要件に該当したとみなす。各地域が暴風域に入る確率

については、グラフ(図―②)等に基づき判断する。 

 

（図－①）＜気象庁ホームページ 台風情報の種類と表現方法より抜粋＞ 

 

 

 

暴風域に入る確率が 70％以上（紫色） 
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（図－②）＜気象庁ホームページ 台風情報の種類と表現方法より抜粋＞ 

 申請について 

 申請方法 

被災事業者は、災害が災害基準要件に適合している場合、災害ごとに、本機関へ所定の書式により申

請する。なお、応援事業者の費用は、応援事業者から被災事業者に請求された金額を以って、被災事業

者が申請する。申請内容には、「該当する災害基準要件」、「被災状況」、「追加申請の有無」等を記載す

る。 

 申請時提出書類 

被災事業者は、申請書に下記の書類を添付して本機関へ申請する。申請書は原則として原紙を郵送す

る。ただし、添付書類はコピーも可とする。 

・ 申請書（本機関所定用紙。【別紙 1-1】、【別紙 1-2】参照）

・ 明細（ここでは、申請書に記載された仮復旧関連費用の内訳が分かるもの及び応援事業者と委託会社

に関してはそれぞれの総額（請求書等）が分かるもののことをいう。【別紙 2-1】、【別紙 2-2】参照）

・ 証憑は、被災事業者分は原則として、申請する全ての費用項目に対して提出を求めるが、委託費につ

いては一部証憑を不要（各費用項目に必要な証憑類の詳細は、【別紙 3】の通り）とし、応援事業者分は

全て不要とする。

・ 但し、本機関より被災事業者（被災事業者分）や応援事業者（応援事業者分）に問い合わせた場合に

は、速やかに証憑を示すこととする。

申請開始日と申請期限

申請開始日は仮復旧終了扱い日の翌日とし、申請期限はその 6か月以内とする（ただし、2020年度に

発生した災害に対する申請に関しては、2021年 4月 1日以降の相互扶助制度が開始となった日を申請

開始日とする）。なお、申請期限以降は、特別な事由がない限り、申請の権利が消滅する。 

 追加申請 

被災事業者は、申請開始日から 6か月以内に申請準備が出来ない場合には、準備完了分の申請を行

うとともに、一度に限り、追加申請を申し込むことができる。追加申請は、所定の書式を提出の上、その事由

が妥当なものであると認められた場合に、初回の申請日の翌日から、更に 6か月間以内に申請を追加する

ことができる。 
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 申請対象費用及び証憑について 

 申請対象の定義 

停電からの早期復旧に資する費用として、以下の二種類を申請対象費用とする。 

①他電力等からの応援に

係る費用 

・応援事業者が行う作業は基本的に仮復旧とし、すべて交付対象とす

る。 

・なお、被災エリアの一般送配電事業者と配電事業者の双方が、管外

の一般送配電事業者等から応援を受けた場合、その総額について、一

般送配電事業者と配電事業者の停電量で按分の上、交付対象費用を

算出する。 

②本復旧と比較して迅速

な停電の解消が期待され

る仮復旧費用 

・直接的に仮復旧に資する関連費用を交付対象とする。

・資機材関連費用は、災害時連携計画の仮復旧手順にある資機材

及び工法によるものを基本とし、その他の場合は、申請者より具体

的な内容を説明の上、別途判断する。 

・早期の停電解消に結びつかなくとも、例えば、発電所に繋がってい

る送電線の復旧など、供給信頼度を保つための仮復旧も交付対

象に含む。 

・系統切替等で停電復旧した場合も被災前系統での送電を前提に

相互扶助の対象とするが、仮工事が長期化する場合もあることか

ら、原則として、仮復旧終了扱い日から概ね１ヶ月以内の工事に

限定する（本内容に係る電源車及び人の帰路にかかる費用に関し

ても、同様の期間までとする）。 

・仮復旧とその他の区分けが明確でないカテゴリーは、停電発生日から

仮復旧終了扱い日までに生じた額を交付対象とする。（但し、離島への

事前派遣など発災前に対応した時間外労務費や宿泊費は対象とす

る）。 

 具体的な対象費用及び証憑 

対象費用のカテゴリーごとの定義と具体的な費用項目は下記の表の通りとし、費用項目の対象事例及

び必要な証憑の一覧は【別紙 3】にて記載する。 

なお、仮復旧を行うために必須となる地方自治体等からの要請に対応する費用は交付対象とする。 

＜対象費用の定義一覧表＞ 

№ 費用項目 応援 被災 定義 

共通 原則として、証憑の取れる費用、内容を証明できる費用を対象とする。 

1 時間外労務費・日当 〇 〇 

＜共通＞・時間外労務費：災害対応の業務に専念した社員、災害対応の業務に携わった

社員及び発災前における事前準備に携わった社員が対象 

 ・日当      ：各事業者の旅費規程の内容に準ずる 

2 
資機材の材料費・輸

送費 
〇 〇 

＜応援＞・応援で要した費用、全額を対象とする 

＜被災＞・仮復旧であることが、明らかなもののみが対象 

3 人員の移動・宿泊費 〇 〇 

＜共通＞・自宅あるいは勤務先と作業従事場所間の移動のほか、作業従事場所から宿

泊施設あるいは別の作業従事場所間の移動も対象とする。 

・宿泊費については原則として各社の旅費規程による。
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4 
電源車等の燃料・移

動・点検費 
〇 〇 

＜共通＞・電源車等の関連費用は全て交付対象とする。 

      ・移動費については例えば、高速道路等を利用した場合には ETCカードの履

歴等により移動費用が明確に分かるもの。 

      ・自エリアの待機場所と作業従事場所間の往路・復路のほか、作業従事場所か

ら別の作業従事場所に移動する場合の費用も対象とする。 

      ・発電のために要した燃料費のみならず、移動のために使用した燃料費も対象

とする。 

      ・発災前における事前準備費用。電源車等を事前配置し使われなくても費用と

して認める。 

5 委託費 〇 〇 

＜応援＞・応援にかかった委託費用は全て交付対象とする。 

＜被災＞・仮復旧への対応であることが明確な委託契約は、全額を対象とする 

      ・仮復旧とその他の区分けが明確でない委託契約は、その委託事業者が当該

期間（99％停電解消）に要した費用を対象とする。 

・具体的には、委託契約期間（工事期間）を分母とし、委託契約開始日若しくは 

停電発生日の遅い方から仮復旧終了扱い日までの日 

数で日割り計算した費用（小数点以下、四捨五入）とする。 

6 
迅速な停電復旧に資

する費用 
〇 〇 ＜共通＞・被害箇所の巡視や倒木処理に関する費用。 

7 
その他他電力応援に

必要な費用 
〇 － 

＜応援＞・災害対応のために現地調達した事務用品、作業員の飲食代等が該当する。 

      ・飲食代など、旅費規程及び協力会社との契約により、支給が契約の中に含ま

れている場合には、対象外とする。 

 

＜費用項目の一覧（応援事業者）＞ 

カテゴリー № 費用項目 

１．時間外労務費・日当 1 時間外労務費 

2 日当 

２．資機材の材料費・輸送費 3 仮復旧に必要な資材 

4 仮復旧に必要な機器のリース代など 

5 トラック、フェリー、ヘリコプター輸送代（各種物資） 

6 レッカー車輸送代（故障車両）  

7 車両用燃料代金(ガソリン・軽油等）  

8 高速道路利用代金 

9 その他費用  

３．人員の移動・宿泊費 10 宿泊費 

11 出張旅費 

12 乗車代（タクシー、トラック、フェリー、ヘリコプター等） 

13 レンタカー利用代金  

14 車両用燃料代金(ガソリン・軽油等）  

15 高速道路利用代金 

16 レンタル布団利用代金  

17 バス運行（送迎）  

18 代行運転費用  

19 宿泊キャンセル代金 

20 新幹線等キャンセル代金 

21 移動に際し地方自治体等より求められる費用（仮復旧業務に関することのみ） 

22 その他費用  

23 車両用燃料代金(ガソリン・軽油等）  
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４．電源車等の燃料・移動・

点検費 

24 高速道路利用代金 

25 簡易発電機用燃料代金（ガソリン・軽油・オイル等） 

26 電源車点検代金 

27 その他費用 

５．委託費 28 協力会社委託費 

６．迅速な停電復旧に資す

る費用 

29 迅速な停電復旧を行う前段階として必要な被害箇所の巡視や倒木処理費用 

30 その他費用 

７．その他他電力応援に必

要な費用 

31 虫除け・防虫スプレー 

32 手拭きティッシュ 

33 体拭きウェットティッシュ 

34 トイレットペーパー 

35 ゴミ袋 

36 タオル 

37 その他消耗品 

38 氷 

39 塩飴 

40 衛生関係品（消毒液・除菌・消臭剤） 

41 その他費用 

 

＜費用項目の一覧（被災事業者）＞ 

カテゴリー № 費用項目 

１．時間外労務費・日当 1 時間外労務費 

2 日当 

２．資機材の材料費・輸送費 3 仮復旧に必要な資材 

4 仮復旧に必要な機器のリース代など 

5 トラック、フェリー、ヘリコプター輸送代（各種物資） 

6 レッカー車輸送代（故障車両）  

7 高速道路利用代金 

8 その他費用  

３．人員の移動・宿泊費 9 宿泊費 

10 出張旅費 

11 乗車代（タクシー、トラック、フェリー、ヘリコプター等） 

12 レンタカー利用代金  

13 高速道路利用代金 

14 レンタル布団利用代金  

15 バス運行（送迎）  

16 代行運転費用  

17 宿泊キャンセル代金 

18 新幹線等キャンセル代金 

19 移動に際し地方自治体等より求められる費用（仮復旧業務に関することのみ） 

20 その他費用  

４．電源車等の燃料・移動・

点検費 

21 車両用燃料代金(ガソリン・軽油等）  

22 高速道路利用代金 

23 簡易発電機用燃料代金（ガソリン・軽油・オイル等） 

24 電源車点検代金 
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25 その他費用 

５．委託費 26 協力会社委託費 

６．迅速な停電復旧に資す

る費用 

27 迅速な停電復旧を行う前段階として必要な被害箇所の巡視や倒木処理費用 

28 その他費用 
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 明細及び証憑の保管期間 

明細（応援事業者の内訳の分かるものを含む）及び証憑は、本機関より５.に定める事後検証にて確認を

求められた際には速やかに提出できるよう、交付年度の年度末から８年間、適切に保管することとする。 

 交付額の決定について 

 審査方法 

本機関は、被災事業者から申請を受付けた後、災害基準要件に該当するか否か及び申請書類の不備

等の確認を行った上で、受理した日及び回答期限を被災事業者に通知する。 

審査において、提出された申請書及び明細・証憑の内容について不明な金額があれば、申請者に問い

合わせ確認する。その際、明細・証憑の内容等について追加で提出を求めた場合、被災事業者は、原則 2

週間以内に提出することとし、2週間以内に確認ができない場合、申請時点での書類を以って審査を行うこ

ととする。 

 交付決定の順番 

交付決定は、原則、申請を受理した日（以下、受理日という）の順に行うが、大規模災害や審査過程での

事業者への内容確認等により、審査期間が 3カ月を超過する可能性がある場合や申請事業者の経営状

況が切迫している等の個別事情が生じた場合には、当該申請者と協議のもと、審査の順番を入れ替える場

合がある。 

 交付決定 

本機関は前項の順に審査・支払いを行い、受理日の翌日から 3か月以内に、理事会において以下の内

容について決議し、被災事業者へ交付額の決定通知書を速やかに通知する。 

・ 災害事象

・ 交付対象事業者

・ 対象費用

・ 交付額 ： （Ａ）対象費用（被災事業者＋応援事業者）－（Ｂ）自己負担額（（Ａ）の１割）

端数処理は千円未満四捨五入 

・ 交付額決定通知書の発行

災害基準要件外の事案

3（１）における災害基準要件では、基準外の事案でも「災害と事後検証の結果、認められた場合」は相互

扶助の対象とされており、その基準外の事案が申請された場合、本機関は申請者に理由を確認したのち、

必要に応じ経済産業省と協議を行い理事会にて決議をし、事後に運営委員会にて報告する。 

 運営委員会への報告 

理事会にて決議した交付実績について、一定期間毎にまとめて運営委員会へ報告する。 

 交付金の支払いについて 

本機関は交付金の決裁後、被災事業者に対し、決裁された交付金のうち当該年度の支払い分を、決裁

日の翌月末日までに支払う。ただし、交付金が不足する場合には、翌年度以降、拠出金が拠出された月の

翌月末日までにその年度分を支払う。なお、振込手数料は被災事業者が支払う。 
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 交付に関する報告について 

 年度報告書の作成及び提出 

本機関は年度末までの交付金交付終了後、当該年度の交付金を集計して報告書を作成し、理事会の

承認を経て経済産業省に報告する。 

 年度末時点における累計交付額の配分 

本機関は、年度末時点における累計交付額を前々年度の各エリアの需要実績（kWh）＜使用端＞を基

に配分する。端数は千円未満四捨五入とする。 

 一般送配電事業者及び配電事業者への通知 

本機関は、前項に基づき算出した年度末時点における累計交付額の配分を、各一般送配電事業者及

び配電事業者に通知する。 

 交付年度に関する考え方 

交付金の対象年度とは、実際に交付した日の属する年度とする。 
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被災事業者 広域機関 経済産業省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.災害基準確認 

2.申請 

・災害発生の予見

（発災前） 

・災害発生 

・仮復旧 

入金確認 

通知書受理 

年度末時点における累計

交付実績の通知を受理

（一般送配電事業者及

び配電事業者） 

4.相互扶助審査開始 

5.支払い額の決裁 

（理事会） 

6.決定通知書発行 

7.交付金支払い 

8.交付金実績整理 

9.年度の交付

実績報告書を

作成 

11.年度末時点
における 

累計交付実績の
通知 

10.年度の交

付実績を報告 

年度の交付実績報告 

（財務諸表等の報告）

を受理 

3.申請書の受付 受理書通知 
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 相互扶助に関する規程類及び運用要領の公表について 

本機関は、相互扶助制度に関する規程類及び運用要領に変更があった場合、速やかに公表する。 

 

 事後検証について 

 事後検証について 

本機関は、交付額の監査と災害等扶助に関する費用の分析を行うため、交付決定後、申請案件を任意に

選んで、交付額の事後検証を行う。なお、明細（応援事業者の費用の内訳が分かるもの）及び証憑はコピーも

可とする。 

 

 精算について 

前項に基づく検証により、申請及び審査不備が発覚した場合には、精算を行う。なお、振込手数料は各事

業者が支払う。 

 

 不適切な申請が認められた場合について 

本機関は、事後検証の結果、事業者が不適切な行為を行っていることが認められた場合には、当該行為

を行った事業者に対し、定款第 12条の規定に基づき制裁を科すことができる。 

 

 

 

以 上 



【別紙１－１】 

申請日：（西暦）  年 月 日 

災害等復旧費用申請書（初回） 

電力広域的運営推進機関 殿  

件名 

商号または 

名称 

（フリガナ）

代表者名 

（役職、氏名） 

（フリガナ）

㊞ 

住所 

〒 

代表電話番号 

郵送物送付先住所 

（本店と同じ場合は不要）

〒 

送付先氏名 

（所属、役職、氏名） 

（フリガナ）

事業者種別 
□ 一般送配電事業者 □ 配電事業者

□ 送電事業者

担当者の 

所属・役職・ 

氏名・連絡先 

① 

所属・役職 

フリガナ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

氏名 電話番号 

担当者の 

所属・役職・ 

氏名・連絡先 

② 

所属・役職 

フリガナ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

氏名 電話番号 

今回申請する 

交付額 

（自己負担を除いた額） 



申請理由 

該当する

災害要件 

（判断タイミングも記載）

被災状況 

仮復旧の 

終了扱い日 

追加申請の有無 
□ 有

□ 無

追加申請予定日 

（追加がある場合） 



 

 

 

 

＜広域機関記載欄＞ 
本機関にて受理印後、必要事項を記載し、申請者に郵送にて送付する 

（※１）災害基準要件や申請書類の不備等を確認の上、申請を受理する。 

（※２）原則、受理した日の翌日から 3か月以内。 

件名  

案件番号  

受理日（※１）  

受理印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定通知書 

発行予定日（※２） 

 
 



【別紙１－２】 

 

                    申請日：（西暦）  年 月 日 

 

災害等復旧費用申請書（追加分） 

 

電力広域的運営推進機関 殿   

 

初回件名  

初回案件番号  

商号または 

名称 

（フリガナ） 

                          

代表者名 

（役職、氏名） 

（フリガナ） 

 

                    ㊞ 

住所 

〒 

 

 

代表電話番号  

郵送物送付先住所 

（本店と同じ場合は不要） 

〒 

 

 

送付先氏名 

（所属、役職、氏名） 

（フリガナ） 

 

 

事業者種別 
□ 一般送配電事業者      □ 配電事業者 

□ 送電事業者           

担当者の 

所属・役職・ 

氏名・連絡先 

 

①  

 

所属・役職 
 

 

フリガナ  電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

氏名  電話番号  

担当者の 

所属・役職・ 

氏名・連絡先 

 

②  

 

所属・役職 
 

 

フリガナ  電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

氏名  電話番号  

今回申請する 

交付額 

（自己負担を除いた額） 

 

 

 



＜広域機関記載欄＞ 

本機関にて受理印後、必要事項を記載し、申請者に郵送にて送付する。 

（※１）災害基準要件や申請書類の不備等を確認の上、申請を受理する。 

（※２）原則、受理した日の翌日から 3か月以内。 

初回件名 

初回案件番号 

案件番号 

受理日（※１） 

受理印 

決定通知書 

発行予定日（※２） 



【別紙2-1】

今回申請する交付額

対象費用 今回申請する交付額（※）

資機材以外すべて ¥0 10% ¥0 ¥0

資機材 ¥0 10% ¥0 ¥0

応援事業者 ¥0 10% ¥0 ¥0

合計 ¥0 10% ¥0 ¥0

今回申請する交付額 ¥0

※端数処理は、千円未満四捨五入

自己負担額

被災事業者



【別紙2-1】

明細一覧表＜被災事業者＞　提出用 〇〇〇〇株式会社

災害名

№ カテゴリ 項目
領収書記載名称

（添付証憑と同じ記載とすること）
領収書日付 証憑等の種類 金額（税込み） 仮復旧の区分け ①委託開始日

②委託終了日

（工事終了日）
③停電発生日

④停電解消

99%の日

契約日数

（②－①）

対象日数

｛④－（①と③

の遅い方）｝

按分率 対象費用 使用目的

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

0

仮復旧の区別不可

合計額



【別紙2-1】

明細一覧表＜被災事業者＞　提出用

災害名

№ 工法 適用個所数 使用した資機材 用途 単価 個数 金額（税込み）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

¥0合計額



明細一覧表＜応援事業者＞　提出用 〇〇〇〇株式会社

災害名

№ 応援事業者名 項目
領収書記載名称

（添付証憑と同じ記載とすること）
領収書日付 証憑等の種類 金額（税込み） 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0合計額



【別紙2-2】

会社名

災害等相互扶助 労務管理表　集計表

時間外単価 時間外時間合計 時間外手当合計 深夜外単価 深夜時間合計 深夜手当合計 日当 日数 日当額合計

0:00 ¥0 0:00 ¥0 日 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0:00 ¥0 0:00 ¥0 日 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0:00 ¥0 0:00 ¥0 日 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0:00 ¥0 0:00 ¥0 日 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0:00 ¥0 0:00 ¥0 日 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

宿泊料合計 旅費合計その他手当合計
日当深夜手当所属

（任意）
番号

役職
（特別管理職、一般）

時間外手当
基礎賃金等

【注意事項】

〇書式は任意で結構です。

〇ただし、任意のフォーマットを使われる場合には、シートに記載されている項目と同等の

記載をお願いします。



【別紙2-2】

災害等相互扶助　労務管理一覧表

その他手当 日当 旅費

稼動

時間

深夜

時間
●●手当 ●●手当

有(1)

無(0)

有(1)

無(0)
宿泊料 ルート 料金

所属 （任意） 番号 役職 （任意） 時間外業務内容

宿泊料時間外労働時間

○所定内労働時間帯＜平日：〇時〇〇分～〇〇時〇〇分＞以外を時間外として入力すること。

フレックス対象の方も含めて、所定内労働時間帯＜平日：〇時〇〇分～〇〇時〇〇分＞

以外を時間外として扱い、集約する。



【別紙3】

カテゴリー № 費用項目 費用の対象事例 補足事項 計算根拠 保管が求められる証憑類 証憑類に対する特記

1 時間外労務費

・他電力応援に出向した者（作業員・管理者・接点
者等、出向～帰社の全てを計上）
・他電力応援の調整・準備に従事した者（専念した
時間のみ計上）　等

・事前準備にかかる費用も対象（人件費、往復旅費）

【対象とならない事例】
・他電力応援に伴う通常業務の補完全般
・他電力応援の清算、相互扶助制度の申請・審査に伴う対応　等

・時間外割増単価は実費で計算
（端数処理は各社規程に従う。
規程に定めがない場合は、単価
を小数点以下四捨五入）

・労務管理（個人ごと）
・基礎賃金（時間外割増単価の妥
当性を確認するため）
・時間外単価（個人ごと）
・単価計算の記載がある規程

・個人管理を行うべく、特定の個人への番号付けは各日で同
一とする（個人番号は不要）
→〇/1のNo.1の人は、〇/2でもNo.1とする（該当しなけれ
ば欠番。
・基礎賃金を全数記載することが困難（システム上等）な場
合、申請件数の3%以上について記載の上、提出。

2 日当
・出張日当、作業日当等
（各社規程に定めている各種手当）

・事業者の規程に基づき計算
・労務管理（個人ごと）
・規程

同上

3 仮復旧に必要な資材
・停電を起こさぬように信頼度を確保すべく行った
仮復旧費用等も交付対象

・当該期間における資材単価・使
用数量

・資材単価が分かる資料
・適用工法の示唆
・箇所数の示唆

4
仮復旧に必要な機器のリース
代など

・返却輸送も対象 ・実費 ・領収書等

5
トラック、フェリー、ヘリコプター
輸送代（各種物資）

・実費 ・領収書等

6 レッカー車輸送代（故障車両） ・実費 ・領収書等

7
車両用燃料代金(ガソリン・軽油
等）

・実費 ・領収書等

8 高速道路利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

9 その他費用 ・実費 ・領収書等

10 宿泊費
・応援からの帰着後、自治体からの要請によりホテル隔離が必要と
なった場合、当該金額も対象とする（コロナ渦等）。

・事業者の規程に基づき計算
・事業者の規程
（実費の場合は領収書等）
・宿泊の個人管理表

・証憑に、別紙2-2の個人番号を付すこと
（別紙2-2への証憑No.記載や別シートでの提出も可）

11 出張旅費 ・帰路分も対象
・緊急時に私有車で出社する場合のガソリン代を旅費として規定して
いる場合、当該金額も対象とする。

・事業者の規程に基づき計算
・事業者の規程
（実費の場合は領収書等）
・宿泊の個人管理表

12
乗車代（タクシー、トラック、フェ
リー、ヘリコプター等）

・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

13 レンタカー利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

14
車両用燃料代金(ガソリン・軽油
等）

・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

15 高速道路利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

16 レンタル布団利用代金 ・実費 ・領収書等

17 バス運行（送迎） ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

18 代行運転費用 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

19 宿泊キャンセル代金 ・実費 ・領収書等

対象費用と証憑類の一覧表（応援事業者）

１．時間外労務費・
　　日当

２．資機材の材料費・
　　輸送費

３．人員の移動・
　　宿泊費



【別紙3】

カテゴリー № 費用項目 費用の対象事例 補足事項 計算根拠 保管が求められる証憑類 証憑類に対する特記

20 新幹線等キャンセル代金 ・実費 ・領収書等

21
移動に際し地方自治体等より
求められる費用（仮復旧業務に
関することのみ）

・ＰＣＲ検査など ・実費
・領収書等
・要請を受けたエビデンス

・求められた根拠も必要。電話、メール等の場合は記録で可
とする

22 その他費用

23
車両用燃料代金(ガソリン・軽油
等）

・実費 ・領収書等 ・仮復旧後に給油した領収書等

24 高速道路利用代金 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

25
簡易発電機用燃料代金（ガソリ
ン・軽油・オイル等）

・実費 ・領収書等 ・仮復旧後に給油した領収書等

26 電源車点検代金 ・実費 ・領収書等
・仮復旧後に点検した領収書等
・点検のエビデンス日時は、期日を超えても可

27 その他費用 ・実費 ・領収書等

５．委託費 28 協力会社委託費
・応援にかかった委託費用は全額対象
・仮復旧設備構築前の撤去費は対象（構築後は
対象外）

【仮復旧完了後の対応】
・仮復旧への対応が明確であれば仮復旧に使用した復旧拠点の撤
収や発電機等の資機材返却なども対象。

・委託契約書に基づく
・請求書等
（委託契約書は任意）

・迅速な停電復旧を行う前段階として必要な被害
箇所の巡視や倒木処理費用
・飛来物除去費用

・直営工事の場合、人件費以外が対象（人件費は1.にて整理）
・委託契約により当該業務を行う場合は、全て5.で整理
・仮復旧工事終了後の設備撤去費用は対象外

・実費
・領収書等
・作業内容の説明を明細の備考に
記載

・伐採等に伴う補償費や踏み荒し補償等
・災害拠点設営費用、電源車駐車スペース、高所
作業車レンタル料　等

・早期の停電解消に資する仮復旧のため行う補償であること
・使用目的を個別に明記すること

・実費 ・領収書等

31 虫除け・防虫スプレー ・実費 ・領収書等

32 手拭きティッシュ ・実費 ・領収書等

33 体拭きウェットティッシュ ・実費 ・領収書等

34 トイレットペーパー ・実費 ・領収書等

35 ゴミ袋 ・実費 ・領収書等

36 タオル ・実費 ・領収書等

37 その他消耗品 ・実費 ・領収書等

38 氷 ・実費 ・領収書等

39 塩飴 ・実費 ・領収書等

40
衛生関係品（消毒液・除菌・消
臭剤）

・実費 ・領収書等

41 その他費用 ・実費 ・領収書等

※

※

３．人員の移動・
宿泊費

４．電源車等の燃料・
　　移動・点検費

仮復旧終了扱い日（最大停電軒数のピークに対して99％の停電が復旧した日。なお、停電が発生していない場合は、災害基準の適合が確認できる期間の最終日）

添付するすべて証憑に、別紙2-1及び別紙2-2の明細番号と添付する証憑の関係がわかるよう、両者を紐づけること（例：別紙の明細番号を、添付証憑に記載する等）。

７．その他他電力応援
に必要な費用

６．迅速な停電復旧に
資する費用

29 その他費用



【別紙3】

カテゴリー № 費用項目 費用の対象事例 補足事項 計算根拠 添付が求められる証憑類 証憑類に対する特記

1 時間外労務費

【具体的な事例】
・設備確認・改修等のために現場出向した者（巡
視・点検・復旧作業・監督者　等）
・各事業場で復旧業務に従事した者（指令・系統
操作・指揮者・管理者　等）
・上記の支援業務に従事した者（応援調整、食事・
宿舎手配等の手配、資材配給　等）
・行政・災害連絡対応（リエゾン、現場停電周知
等）
・復旧見込みの算出や被害状況の取り纏め

【対象期間】
・停電開始日から仮復旧終了扱い日とし、

離島への事前派遣等により発生する事前対応
分は、派遣した当日分からが対象

・事前準備にかかる費用も対象（人件費、往復旅費）
・あくまで、停電復旧の早期化に専念した社員が対象であり、自治体
調整については、その点、明確であれば、対象。一方、コールセン
ターは災害対応ではあるものの、停電復旧の早期化に専念したとま
では言えない。

【対象とならない事例】
・災害復旧に直接関わらない応需対応業務
・他電力応援の清算、相互扶助制度の申請・審査に伴う対応
・災害対応後の通常業務の補完全般
・行政サービスへの自社判断による協力（ポータブル発電機の貸出
等）
・自社のブランド向上のための広報活動
・仮復旧終了扱い日以降に帰任する際の時間外労務費
・保全作業

・時間外割増単価は実費で計算
（端数処理は各社規程に従う。
規程に定めがない場合は、単価
を小数点以下四捨五入）

・労務管理（個人ごと）
・基礎賃金（時間外割増単価の妥
当性を確認するため）
・時間外単価（個人ごと）
・単価計算の記載がある規程

・個人管理を行うべく、特定の個人への番号付けは各日で同
一とする（個人番号は不要）

→〇/1のNo.1の人は、〇/2でもNo.1とする（該当しなけれ
ば欠番。

・基礎賃金を全数記載することが困難（システム上等）な場
合、申請件数の3%以上について記載の上、提出。

2 日当
・出張日当、作業日当等

（各社規程に定めている各種手当）
・事業者の規程に基づき計算

・労務管理（個人ごと）
・規程

同上

3 仮復旧に必要な資材
・停電を起こさぬように信頼度を確保すべく行った
仮復旧費用等も交付対象

・将来的に資産計上される費用は対象外
（取替資産や除却費用は対象外）

・当該期間における資材単価・使
用数量

・資材単価が分かる資料
・適用工法の示唆
・箇所数の示唆

4
仮復旧に必要な機器のリース
代など

・返却輸送も対象 ・実費 ・領収書等

5
トラック、フェリー、ヘリコプター
輸送代
（各種物資）

・実費 ・領収書等

6 レッカー車輸送代（故障車両） ・実費 ・領収書等

7 高速道路利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

8 その他費用 ・実費 ・領収書等

9 宿泊費
・応援からの帰着後、自治体からの要請によりホテル隔離が必要と
なった場合、当該金額も対象とする（コロナ渦等）。

・事業者の規程に基づき計算
・事業者の規程

（実費の場合は領収書等）
・宿泊の個人管理表

・証憑に、別紙2-2の個人番号を付すこと
（別紙2-2への証憑No.記載や別シートでの提出も可）

10 出張旅費 ・帰路分も対象
・緊急時に私有車で出社する場合のガソリン代を旅費として規定して
いる場合、当該金額も対象とする。

・事業者の規程に基づき計算
・事業者の規程

（実費の場合は領収書等）
・宿泊の個人管理表

・公共交通機関を利用している場合は、別紙2-2に経路を
記載することとし、領収書の提出は不要とする。

・証憑に、別紙2-2の個人番号を付すこと
（別紙2-2への証憑No.記載や別シートでの提出も可）

11
乗車代（タクシー、トラック、フェ
リー、ヘリコプター等）

・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

12 レンタカー利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等
・貸出に係る最低期間が仮復旧期間を上回る場合は、その
旨を明記すること。

13 高速道路利用代金 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

14 レンタル布団利用代金 ・実費 ・領収書等
・貸出に係る最低期間が仮復旧期間を上回る場合は、その
旨を明記すること。

15 バス運行（送迎） ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

16 代行運転費用 ・帰路分も対象 ・実費 ・領収書等

17 宿泊キャンセル代金 ・実費 ・領収書等

対象費用と証憑類の一覧表（被災事業者）

２．資機材の材料費・
　　輸送費

３．人員の移動・
　　宿泊費

１．時間外労務費・日当



【別紙3】

カテゴリー № 費用項目 費用の対象事例 補足事項 計算根拠 添付が求められる証憑類 証憑類に対する特記

18 新幹線等キャンセル代金 ・実費 ・領収書等

19
移動に際し地方自治体等より
求められる費用（仮復旧業務に
関することのみ）

・ＰＣＲ検査など ・実費
・領収書等
・要請を受けたエビデンス

・求められた根拠も必要。電話、メール等の場合は記録で可
とする

20 その他費用

21
車両用燃料代金(ガソリン・軽油
等）

・実費 ・領収書等 ・仮復旧後に給油した領収書等

22 高速道路利用代金 ・実費 ・領収書等 ・ＥＴＣの場合は該当部分が分かるように提出。

23
簡易発電機用燃料代金（ガソリ
ン・軽油・オイル等）

・実費 ・領収書等 ・仮復旧後に給油した領収書等

24 電源車点検代金 ・実費 ・領収書等
・仮復旧後に点検した領収書等
・点検のエビデンス日時は、期日を超えても可

25 その他費用 ・実費 ・領収書等

５．委託費 26 協力会社委託費

・委託契約の費用項目に基づく（人件費・宿泊費、
工事費、巡視、樹木伐採、設備費等）
・仮復旧のために必要と明確に区分できる設備撤
去費用（仮復旧設備を構築するために、既存設備
を撤去する必要がある場合）

・仮復旧への対応であることが明確な委託契約は、全額が対象。
仮復旧とその他の区分けが明確でない委託契約は、日割り計算

（本文：3.(3)イの通り）
・委託契約の工事の一部が仮復旧と明確に区分けできる（費用も別
立て）場合、当該金額は全額が対象となり、その他費用を日割り計算
・仮復旧工事終了後の設備撤去費用は対象外
・巡視・倒木処理は、仮復旧要否を判断する前段階で行うものである
ため、基本的には仮復旧とその他の区分けが明確でないものと考え
られるが、区分可とする場合は、その内容を別途示すこと。

・委託契約書に基づく
・請求書等

（委託契約書は任意）

・以下に該当する委託契約については、「契約期間（工事期
間）」、「作業内容（主要項目タイトルのみ）」、「契約金額」が
わかるもの（請求書等）を全数提出。

①仮復旧への対応であることが明確な委託契約
②仮復旧とその他の区分けが明確でない委託契約の内、

日割り計算を要するもの（契約期間が停電開始日から
停復旧終了扱い日を超える場合）

・その他（上記②の内、日割り計算不要）は、当該申請件数
の3%以上について、同様の請求書等を提出。

・迅速な停電復旧を行う前段階として必要な被害
箇所の巡視や倒木処理費用
・飛来物除去費用
・仮復旧のために必要と明確に区分できる設備撤
去費用

・直営工事の場合、人件費以外が対象（人件費は1.にて整理）
・委託契約により当該業務を行う場合は、全て5.で整理
・仮復旧工事終了後の設備撤去費用は対象外

・実費
・領収書等
・作業内容の説明を明細の備考に
記載

・災害拠点設営費用、電源車駐車スペース、高所
作業車レンタル料　等

・使用目的を個別に明記すること
・実費 ・領収書等

※

※

※

電源車以外のガソリン代は、被災事業者は対象外

添付するすべて証憑に、別紙2-1及び別紙2-2の明細番号と添付する証憑の関係がわかるよう、両者を紐づけること（例：別紙の明細番号を、添付証憑に記載する等）。

４．電源車等の燃料・
　　移動・点検費

６．迅速な停電復旧に
資する費用

３．人員の移動・
宿泊費

仮復旧終了扱い日（最大停電軒数のピークに対して99％の停電が復旧した日。なお、停電が発生していない場合は、災害基準の適合が確認できる期間の最終日）

27 その他費用



（別紙２） 

災害時連携計画・災害等復旧費用の相互扶助制度 

【災害時連携計画関連】 

2021年 6月 30日 災害時連携計画（変更）の経済産業大臣への送付等について 

2021年 5月 19日 災害時連携計画の確認における考慮事項の変更及び公表について 

2020年 7月 10日 災害時連携計画の経済産業大臣への送付等について 

2020年 7月 9日 災害時連携計画における考慮事項の公表について 

【災害等復旧費用の相互扶助制度関連】 

2022年 4月 1日 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改訂及び公表について 

2021年 4月 1日 災害等復旧費用の相互扶助運用要領公表について 

https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/210630_saigai_keikaku_soufu.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/210519_saigai_keikaku.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/200710_saigai_keikaku_soufu.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/200709_saigai_keikaku.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/210401_saigai_sougo.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/210401_saigai_sougo.html


（別紙２） 

 

更新日：2022年 4月 1 日 

災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改訂及び公表について 

 災害等復旧費用の相互扶助制度に関する運用要領を改訂しましたので、公表いたします。 

併せて、申請の際は、下記様式を活用の上、相互扶助申請受付窓口に申請してください。 

 なお、本運用要領の改訂は、第１３回通常総会第１号及び第２号議案に関する定款及び業務規程変更案

の経済産業大臣認可が下りた日をもって効力を有し、対象災害に関しては、同日以降に発災した災害に関

する申請を対象とします。 

• 運用要領 (***KB) 

【別紙 1-1】相互扶助の申請書（初回） (**KB) 

【別紙 1-2】相互扶助の申請書（追加分） (**KB) 

【別紙 2-1】明細書のひな型 (**KB) 

【別紙 2-2】労務管理のひな型（任意書式） (**KB) 

【別紙 3】対象費用の事例と証憑類の一覧表 (***KB) 

• 相互扶助申請受付窓口 

郵送先：〒135-0061 東京都江東区豊洲 6-2-15 

電力広域的運営推進機関 総務部業務グループ 相互扶助申請受付係 

メールアドレス：sougofujo_madoguchi@occto.or.jp 

 

 

https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_unyou.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_shinseisho.docx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_tsuika.docx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_meisai_hinagata.xlsx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_hinagata_nini.xlsx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_taishou.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_unyou.pdf
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_shinseisho.docx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_tsuika.docx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_meisai_hinagata.xlsx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_hinagata_nini.xlsx
https://www.occto.or.jp/oshirase/saigaijirenkei/files/210401_sougo_taishou.pdf
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